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令和７年度第４回かすみがうら市地域公共交通会議会議録 

 

 

１ 日  時 令和７年１２月１８日（木）１４時００分から 

 

２ 場  所 かすみがうら市役所 千代田庁舎 防災センター研修室 

 

３ 次  第 

（１）開  会 

 

（２）あいさつ 

 

（３）議  事 

議案第４号 令和７年度地域公共交通確保維持改善事業の事業評価について 

報告第４号 霞ヶ浦広域バスの運行ダイヤ改正及び運賃の改定に係る意見公募 

の結果について 

   報告第５号 かすみがうら市地域公共交通計画改定に係る業務委託について 

 

（４） その他 

 

（５） 閉会 

 

４ 出 席 者 

団体名 役職名 氏 名 代 理 

かすみがうら市 市長(会長) 宮嶋 謙   

茨城県政策企画部 交通政策課長 伊藤 豪人  

茨城県土浦警察署 交通課長 東 直人 佐藤 遙香 

関東鉄道（株） 常務取締役  廣瀬 貢司 生井 一嘉 

（有）美並タクシー 代表取締役  臼井 忠 臼井 幸子 

霞ヶ浦交通（株） 代表取締役 島田 豊  

関東鉄道（株）労働組合 書記長  山口 直己   

かすみがうら市議会 議長 来栖 丈治   

地域女性団体連絡会 会長 相馬 てる子  

土浦市 都市政策部長 飯泉 貴史 岩本 裕志 

行方市 企画部長 谷口 達郎 水貝 彩香 

かすみがうら市 保健福祉部長 羽成 英明  

かすみがうら市 産業経済部長 貝塚 裕行  

かすみがうら市 都市建設部長 稲生 政次  

かすみがうら市 教育部長 仲澤 勤  

事務局 
都市整備課長 石毛 一朗  

〃  課長補佐 君﨑 恵一  

 〃  係長 中田 実  
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５ 欠席者 

団体名 役職名 氏 名 

関東運輸局茨城運輸支局 首席運輸企画専門官  柿本 憲治 

茨城県土浦土木事務所 道路整備第二課長 針谷 直之 

（有）千代田タクシー 代表取締役  海老原 夏美 

（有）神立観光 代表取締役 斉藤 道弘 

（一社）茨城県バス協会 専務理事 古賀 重徳 

かすみがうら市区長会 副会長 齊藤 英雄 

かすみがうら市老人クラブ連合会 会長 佐藤 俊治 

かすみがうら市商工会 会長 川井 義久 

筑波大学大学院システム情報工学

研究群 
教授  谷口 綾子 

かすみがうら市 総務企画部長 横田 茂 

 

６ 議事内容 

 

【議  長】 はじめに、本日の交通会議につきまして、３名の方より傍聴の申

し出がございますので、これを許可することとしたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

【委  員】 ―異議なし― 

【議  長】 それでは、傍聴者の入室を認めます。 

 ～傍聴者入室～ 

【議  長】 議案第４号「令和７年度地域公共交通確保維持改善事業の事業評価

について」事務局から説明をお願いいたします。 

【事 務 局】 ―資料に基づき説明― 

【議  長】  以上で、説明が終わりました。 

 ただいまの件につきまして、ご質問等はございませんか。 

【茨城運輸

支局】 

4 ページ目右にある交通計画の計画期間は 6 年間であるが、もとも

との交通計画の資料では 5 年間になっている気がしたが、いかがか。 

【事 務 局】 本市の交通計画は令和 8 年 3 月まででありましたが、書面で開催

した第 3 回地域公共交通会議で 1 年間延長することを協議で図り、

ご了解をいただきました。 

その後に、1 年間延長する届出を国にさせていただいているところで

ございます。 

【茨城運輸 交通計画を 5年間から 6年間に延長することになった理由は何か。 
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支局】  

【事 務 局】 期間を 1 年間延長した主な理由として 2 点ございます。 

今年度に市内のバス路線の環境が様々変化しており、それらの効果

検証を十分図ったうえで次期計画へ反映させていく整理必要期間を

確保する目的が 1 点目でございます。 

また、市のマスタープランの終了期間と合わせることで、市の総合

計画と地域公共交通計画の整合性を整えたうえで次期計画としてい

く目的が 2 点目でございます。 

【議 長】  その他議員の皆様から何かございますか。それでは、特にご質問

等がないようですので、ただいま事務局から説明がありましたとお

り進めさせていただくということでよろしいでしょうか。 

【議  員】  ―異議なし― 

【議  長】  次に、報告第 4 号「霞ヶ浦広域バスの運行ダイヤ改正及び運賃の

改定に係る意見公募の結果について」事務局から説明をお願いいた

します。 

【事 務 局】 ―資料に基づき説明― 

【議  長】  以上で、説明が終わりました。 

 ただいまの件につきまして、ご質問等はございませんか。それで

は特にご質問等がないようですので、報告第４号については以上と

いたします。 

 次に、報告第 5 号「かすみがうら市地域公共交通計画改定に係る

業務委託について」事務局から説明をお願いいたします。 

【事 務 局】 ―資料に基づき説明― 

【議  長】  以上で、説明が終わりました。 

 ただいまの件につきまして、ご質問等はございませんか。 

【県交通政

策課】 

交通計画の改定に併せて、市内の公共交通網の再編や見直しの可

能性はあるのか。 

【事 務 局】 
業務委託の中で利用者アンケート等を行いますので、そこで出た

意見や将来を見据えた街としての考え方を踏まえ、再編を考慮しな
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がら計画を進めてまいりたいと考えております。 

【県交通政

策課】 

市町村が地域交通の改善や見直しを考えているのであれば、県の

方でも今まで以上に寄り添って手助けすることを考えている 

そのことについては、また別途ご説明させていただく。 

【会  長】 

事務局の補足をさせていただく。市内にはＪＲの駅がなく、どう

しても交通の広域化が求められる。それらを含めた要望等もアンケ

ートに意見として挙がってくるだろうと考えている。それらも踏ま

え、県とご相談させていただければと考えている。 

その他何かございますか。 

【茨城運輸

支局】 

他の自治体をまわっている中で気になったこととして、今後交通

計画を策定するにあたって、若い世代からの意見が非常に大事にな

ってくる。 

今後、若い世代がかすみがうら市に居住していただける交通政策に

取り組むことが必要であり、そのような点を盛り込んでいただきた

い。 

 また、交通計画が来年度終了するにあたって、５年間で出た結果

と、どう改善していくかという事業評価が必要になってくると考え

ているため、提案させていただく。 

【事 務 局】 

１点目につきましては、アンケートの抽出条件や配布枚数などの

検討をもって、若い世代の大事な意見をヒアリングしていくことを

考えております。 

２点目につきましては、おっしゃる通り、今期計画の良かった点、

悪かった点を総括し事業評価をしたうえで次期計画に反映していき

たいと考えております。 

【議  長】 

その他何かございますか。それではご質問等がないようですので、

報告第５号については以上といたします。 

次に、その他事項として事務局から説明したい案件があるとのこ

とですので、説明をお願いします。 

【事 務 局】 ―資料に基づき説明― 
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【議  長】 

以上で、説明が終わりました。 

ただいまの件につきまして、ご質問等はございませんか。それで

は特にご質問等がないようですので、その他事項の説明は以上とさ

せていただきます。 

その他、委員の皆様から何かございますか。特に無いようですの

で、委員の皆様におかれましては、慎重なるご審議を賜り、ありが

とうございました。 

 


